
 

 

 

 
第１章 

 

軽度・中等度難聴児に対する教育的対応の 

今日的課題 
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第 1 編  昭島市下水道総合計画の策定にあたって 
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第１節 聴覚障害の程度と区分 

 

一般に、聴覚障害は全くきこえない状態を Deaf（聾）、それより軽度の難聴を Hard 

of Hearingに区分される。きこえの程度（聴力レベル）は、軽度(mild) 難聴、中等度

(moderate) 難聴、高度(severe) 難聴、聾（ろう）(profound) の４段階に分けて表現

される。 

世界保健機関(WHO)の分類では、聴力レベル 26～40dBHL を「軽度」、聴力レベル

聴力レベル 41～55 dBHLを「中等度」、聴力レベル 56～70 dBHLを「やや高度」、聴

力レベル 71～90dBHLを「高度」、聴力レベル 91 dBHL以上を「非常に高度」として

いる。きこえの程度の区分は、医療、福祉、教育に若干差異が見られる。表 1 に、各

難聴の状態像を示した。 

 

表１ 各難聴の状態像 

平均聴力レベル 

dBHL 
難聴程度分類 裸耳での聞こえの障害の状況 

30～39 軽度難聴 

対面の会話や、大きめの声の対話は不自由ない 

小さな声の話や、ささやき声が聞きにくい 

騒音下や、雑音の多い所での電話を聞き誤る 

40～69 中等度難聴 

近くで大きめの声の会話は聞きとれる 

電話では、詳細な話を聞き誤ることがある 

複数名による会話での話合や意見調整は難しい 

70～99 高度難聴 

耳元で大きな話は聞こえる 

自分自身の音声が聞こえる 

１対１の会話でも口元が見えないと不自由になる 

日常会話では衝撃音など聞こえる音がある 

100～ 聾（ろう） 

耳元で大きめの声での話が聞こえない 

自分自身の音声を聞き取れない 

近い距離の低周波帯の強大音は聞こえる 

（註：喜多村（2007）より一部抜粋） 

 

厚生労働省（2008）によれば、わが国の聴覚・言語障害者は約 36 万人である。世

界保健機構（WHO）では、41dB 以上の難聴者に対して、補聴器の装用が推奨されて

いるが、日本補聴器工業会（2003）の調査では、補聴器の潜在ユーザー（難聴者）の

うち、補聴器の所有者割合はわずか 24.1％に過ぎないという報告がある。 

一方、身体障害者手帳の交付に関しては、聴力レベル 70dB 以上から交付を受ける

ことができるとされ、多くの軽度・中等度難聴の場合、自身で補聴器を購入するには

負担となる場合が予想される。 

軽度・中等度難聴の場合、その難聴のレベルをどのように捉えるかは一様ではない

が、会話音はもとより環境音の聞き取りにおいて、高度難聴とは異なる固有の課題を

有している。このため、軽度あるいは中等度ということばから、その様態については

深刻な課題ではないと認識することは誤りだと言えよう。 
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第２節 軽度・中等度難聴の補聴の必要性と専門的教育機関における指導 

 

小寺（2000）は、「会話を正確に聞き取ることが必要で、かつ聞き返しが許されない

状況にある難聴患者の適応は軽度難聴となる。このような難聴患者では、良聴耳の平

均聴力レベルが 35dBでも補聴器の適応がある。難聴の分類は色々あり何 dBが難聴に

なると言った事よりも、生活上の困り具合で分類した方が良い。そこで問題となるの

は語音明瞭度が聴力と並行していない場合がある。そのため語音明瞭度を加味した聴

力で分類するのが実際的である。」と述べている。このように、軽度難聴の場合であっ

ても、ことばとの関係で補聴の必要がある。 

わが国においては、聴覚障害の専門的教育機関として、聴覚特別支援学校をはじめ、

小学校・中学校においては難聴特別支援学級が設置されている。文部科学省の資料

(2010)によれば、小学校では約 450校、中学校は約 200校で 1000名以上の児童生徒

が在籍している。この他、通級による指導を受けている児童生徒が約 1800名となって

いる。また、国立特殊教育総合研究所（現国立特別支援教育総合研究所）による全国

調査(2007)では、難聴特別支援学級における中等度難聴児の割合が約 70％であると報

告している。難聴には、軽度・中等度難聴、一側性難聴、進行性難聴等、諸相があり、

聴覚特別支援学校や難聴特別支援学級等に在籍していない児童生徒の中には、これら

の難聴を有する場合があることが見逃されている可能性がある。 

文部科学省の「改訂版通級による指導の手引き(2007)」には、「通級による指導にお

ける，軽度の障害のある児童生徒に対して、保有する聴力の活用が優先され、聴覚の

活用を適切に装用する指導、聴覚学習として聞く態度の育成、聞き取りの練習、音声

の聴取・弁別の指導、語彙の拡充のための指導、言語概念の形成を図る指導、日記な

どの書き言葉の指導などがあげられている。さらに、難聴に対する自分なりの受け止

め、周囲の人たちの思いなどについても理解を深めることにより、通常の学級におけ

る学習や生活を円滑に行うことができるようにするための援助や助言も大切である。」

と記されている。 

第 1 節の表 1に示したように、軽度・中等度難聴児のきこえに関しては、「対面の会

話や、大きめの声の対話は不自由ない」、「小さな声の話や、ささやき声が聞きにくい」、

「騒音下や、雑音の多い所での電話を聞き誤る」「電話では、詳細な話を聞き誤ること

がある」、「複数名による会話での話合や意見調整は難しい」といった状況がある。 

また、きこえ以外の問題点として、「非常に遅く発見されることがある」、「ある程度

音や音声に反応するために、保護者（家族）に補聴器装用の必要性が理解されにくい」

といったことが挙げられる。更に、きこえにくいことにより、自分に自信を持つこと

ができず、円滑な対人関係がとりにくくなる。これに起因し、社会性の発達の遅れに

つながることも危惧される。 
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第３節 軽度・中等度難聴児への教育的支援 

 

軽度・中等度難聴児の言語発達について、杉内ら(2010)は、軽度・中等度難聴児 30

人の難聴を疑った時期と診断の時期、補聴器の装用開始時期、そして補聴器の使用状

況を調査し、問題とその背景について考察した。そして WISC-III を行った 24人のう

ち 14人について、言語発達に遅れがみられたと報告した。その背景として、定着して

いない補聴器装用状態、両親聾等の言語環境といった音声コミュニケーションの質と

量の問題が関与していること、母親は意識していても対処する術を知らないという現

実がうかがえたと報告した。また、杉内ら(2001)は、小児難聴は早期発見が不可欠で

あり、同時に軽度・中等度難聴児においては、聴覚障害を適正に認識、受容できるよ

うな指導、補聴の定着、コミュニケーション指導が重要であると述べた。 

新生児聴覚スクリーニングの導入により早期に難聴が発見される例が増加傾向にあ

る。乳幼児期の音声言語獲得には聴覚機能の役割が大きいことを踏まえると、発見時

における聴力の慎重な評価や補聴の検討・指導が重要となる。しかし、保護者（家族）

の難聴（軽度・中等度難聴）理解が不十分であったり、早期補聴に対して専門家の意

見が異なること等により、療育（教育）開始年齢が遅れることも懸念される。 

上述したように軽度・中等度難聴児にあっては、当事者の障害理解と聴覚学習を基

本とした指導、支援が重要であるが、保護者（家族）や教育関係者等に十分に理解さ

れていない状況がある。このため、軽度・中等度難聴児への教育的支援について、様々

な方面から検討することが重要である。検討の視点としては、まず、個々の軽度・中

等度難聴児のきこえの状態や発達に関する理解を進めることが求められる。特に、早

期の場合には、母子関係や情緒の発達に影響する可能性も考えられ、保護者（家族）

への正しい情報提供が重要である。 

また、本研究所では、平成 15 年～20 年にかけて聴覚特別支援学校における手話活

用や授業とその評価について研究を進めてきた。この中で近年の動向として、聴覚に

障害のある子どものコミュニケーションの多様化が挙げられ、聴カレベルによる選択、

すなわち、聴力が重い場合は手話中心、軽い場合は聴覚中心といったコミュニケーシ

ョン手段の選択についての自由度が増していることが示された。それぞれのコミュニ

ケーション手段の長所を検討し、これらを駆使することにより、全人発達を遂げさせ

ることが志向されている。したがって、軽度・中等度難聴児にあってはステレオタイ

プの選択ではなく、個々の発達の状態やニーズに応じたコミュニケーション手段を検

討することが重要である。 

以上のように、軽度・中等度難聴児にあっては、補聴器や人工内耳等の聴覚管理を

基に聴覚学習が必要であり、さらに自己の障害を認識し、その受容について個別に丁

寧に指導することが大切である。 

また、近年、重度難聴に対し、早期からの人工内耳装用が進められているが、人工

内耳は全ての音や音声に対してききとりを保障するものではない。したがって、人工

内耳のきこえの状態について、正しく理解し、本人に対してはもとより、保護者（家

族）や関係者に適切な情報提供を行う必要がある。 
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第４節 各発達段階における軽度・中等度難聴児への指導上の課題 

 

 ここでは、各発達段階における軽度・中等度難聴の指導上の課題等について考える。 

（１）(乳)幼児期における軽度・中等度難聴児への指導上の課題 

一般に、新生児聴覚スクリーニングあるいは乳幼児健康診断の結果、難聴が判明し

た場合、医療機関等の助言により療育機関の療育や聴覚特別支援学校、小学校のこと

ばときこえの教室等への教育相談を勧められる。各機関や地域によって、相談・指導

開始年齢を始め相談体制が異なる場合がある。このため、教育委員会を始め、医療機

関や療育機関と聴覚特別支援学校によるネットワークを構築する必要性がある。 

 

（２）学齢期（小学生）における軽度・中等度難聴児への指導上の課題 

小学校の難聴特別支援学級及び通級指導教室においては、基本的な指導形態として、

個別指導と小グループ指導が行われている。指導体制として、担当者が一人といった

学校が少なくない。本施設設備については、発達検査器具はある程度設備されている

が、オージオメータ等の聴覚機器を配備している学校は少ない状況がある。 

また、障害に関わる自立活動的な指導と教科の補充のバランスや難聴児のきこえに

関する専門的知識の確保、関係機関（通常の学級あるいは在籍学級の担任、聾学校、

医療機関、進路先等）や保護者（家族）との連携等の課題がある。 

 

（３）学齢期（中学生以降）における軽度・中等度難聴児への指導上の課題 

中学生段階では難聴特別支援学級、通級指導教室で専門的な指導を受けている生徒

が減少している。その理由としては、部活動のためにグループ指導が設定しにくいこ

とや特別支援学級等そのものの数が少ないことが挙げられる。また、中学校を卒業し

た難聴生徒を対象にした指導については、制度が十分に整っていない状況がある。 

 

（４）保護者（家族）支援 

(乳)幼児期から学齢期（中学生以降）を通して、保護者（家族）支援は重要である。

軽度・中等度難聴児にあっては、本人自身が音声でのコミュニケーションに不都合を

感じていない場合があり、保護者（家族）についてもこれと同様の状況があると考え

られる。反対に、保護者（家族）が聴性反応行動やことばの遅れに意識が集中する場

合も考えられる。保護者（家族）は、子どもや障害に対して、常に気持ちが揺れ動い

ている。このため、担当者は、保護者（家族）と子どもの実態や抱えている問題を共

有し、共通理解を図ることが大切である。様々な様相を呈する軽度・中等度難聴児を

もつ保護者（家族）支援の在り方について検討することが求められている。 

 

                                （原田 公人） 
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